
和歌山県・市町村行政DX等を通じた協働・共創自立支援業務仕様書（案） 

 

１. 業務委託の名称 

和歌山県・市町村行政DX等を通じた協働・共創自立支援業務 

 

２. 業務の目的 

本県では、少子化・人口減少、大規模災害・感染症、社会全体のデジタル化な

ど、中長期的な変化・リスクに的確に対応するため、令和４年４月に「和歌山県

庁ＤＸ推進本部」を、同５月に「市町村ＤＸ推進部会」を新設し、『行政のあり方

を全面的にデジタルを前提としたものへと移行する』DX を、県・市町村が一体と

なって推進することとした。これは、県と市町村が連携して、DX 推進による行政

経営変革を目指すものである。 

この経緯から、令和５年度は、ＤＸ推進に係る市町村職員の認識共有・機運醸

成を図り、各団体の現状把握と課題整理を行うことで、各団体のＤＸと県・市町

村連携の促進を目指すことを目的として、「市町村行政ＤＸ推進に係る人材確保・

育成支援業務」を実施し、各市町村のＤＸ推進に係る現状と県・市町村連携にお

けるニーズを明らかにした。 

令和６・７年度は、４名のプロデューサーの企画・立案支援の下、「人づくり」

「組織づくり」「仕組みづくり」の３つの専門分野と振興局単位の広域連携におけ

る県・市町村連携の基盤整備が促進された。また、チャットツール等の導入によ

り、県と市町村のコミュニティの創出と知見の共有が可能な状態となった。さら

に、3 年間の伴走支援の結果、ほぼ全ての自治体の DX のレベルが協働・共創でき

る状態に底上げされ、「わかやま DX-GOALｓ」（別紙）を県と 30 市町村による共

通の道標として定めたところである。 

そこで、本業務では、過去３ 年間の事業の経緯も踏まえ、県・市町村の協働・

共創の取組や市町村の現状の把握等を支援できる専門人材等を配置し、「わかやま

DX-GOALｓ」に基づく広域的な連携による事業創出を支援することで、市町村が



自立し、広域連携を通じて新たな価値を創造できる体制を確立することを目的と

する。 

 

３. 委託期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

４. 業務内容 

（１） 専門人材等配置による業務支援の実施 

ア． 総合プロデューサーの配置 

市町村ＤＸ推進部会への総合支援・調整及び次年度の市町村行政Ｄ

Ｘ推進事業への提案、並びに以下に示す主な業務を行うことを目的

として、次の要件を満たす人材を総合プロデューサーとして 2 名以

上配置すること。その内、1 名を代表総合プロデューサーとし、業

務全体を統括すること。 

【人材要件】 

⚫ IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が実施する情報処理技術者

試験(以下 IPA 試験」という。)における情報セキュリティマネジ

メント試験または基本情報技術者試験以上の合格者であるこ

と。 その内、情報処理安全確保支援士又は IPA 試験高度試験合

格者を 1 名以上配置すること。 

⚫ 行政、地域、社会のデジタル化及び行政経営全般に対して高い

知見と技術を持ち、各種デジタル化を総合的に統括する役職

で、実際の行政経営及びデジタル化に係る実務に従事した実績

が３年以上あること。また、本業務において既存の行政経営の

あり方に捉われない発想を県・市町村に提供し、市町村の連携

を通じた広域の事業創出に繋げる能力と実績を有すること。 

⚫ 行政、地域、社会のデジタル化における都道府県・市町村連携

に係る事業を企画・設計し、統括的な立場で市町村支援に従事

した実績が 3 年以上あること(なお、代表総合プロデューサーに



ついては 5 年以上の実績を必須とする)。 

【主な業務】 

⚫ 30 市町村へのアセスメントの実施 

⚫ ワーキング等に対する総合支援 

⚫ 合同研修の企画立案と参加 

⚫ 事務局業務の自立運営への総合支援 

⚫ 次年度事業を含む事業設計への総合支援 

イ． 専門アドバイザーの配置 

以下に示す主な業務を行うことを目的として、次の要件を満たす人

材を専門アドバイザーとして 4 名程度配置すること。 

【人材要件】 

⚫ IPA 試験における情報処理技術者試験(以下 IPA 試験」という。)

における応用情報技術者試験以上の合格者、又はそれに相当す

るデジタル分野における実績を持つ者であること。 

⚫ 本仕様書のワーキングに係る分野の実務に従事した実績が３年

以上あること。 

【主な業務】 

⚫ ワーキング等に対する専門的支援 

⚫ 合同研修への参加 

※提案内容に応じて必要人員を配置すること。 

※総合プロデューサーが兼任することもできる。 

ウ． 業務スタッフの配置 

以下に示す主な業務を行うことを目的として、次の要件を満たす人

材を業務スタッフとして 2 名以上配置すること。 

【人材要件】 

⚫ IPA 試験におけるセキュリティマネジメント試験以上の合格者、

又は本業務と同種の業務に 1 年以上従事した実績を持つ者を配

置すること。 

⚫ 市町村に対する行政のデジタル化に関する相談・助言を行った

経験があること。 



⚫ チャットツール、オンライン会議ツール等のソリューションを

用いて、各プロデューサー、アドバイザーと県・市町村等との

連絡調整及び各種事務にあたれる能力を有すること。 

【主な業務】 

⚫ 事務局業務代替支援 

⚫ 合同研修の事務補助と参加 

⚫ 事業にかかる庶務 

（２） 30 市町村へのアセスメントの実施 

30 市町村の DX の推進状況を把握するためのアセスメントを実施するこ

と。 

なお、質問票（アセスメントフォーム）に基づく定量的手法とヒアリング

による定性的手法を組み合わせて実施するものとする。 

ア． 初回アセスメント：上半期に 30 自治体(オンライン実施) 

イ． 評価アセスメント：下半期に 30 自治体(オンライン実施) 

ウ． アセスメントフォーム等の作成 

エ． アセスメント結果に対する分析・評価と県・市町村へのフィードバ

ック 

（３） ワーキング等への支援 

県と市町村が実施するワーキング等に対し、以下のとおり総合的かつ専門

的支援を実施すること。なお、ワーキングにかかる支援は原則オンライン

で実施するものとする。 

ア． 県が実施主体のワーキング 

（ア） 県が主体的に設置するワーキング等の実施支援 

⚫ テーマ：「「わかやま DX-GOALｓ」に基づく以下の２つ 

➢ 県電子自治体推進協議会内に設置予定のシステム等共同調

達・共同利用に関するワーキング 

➢ チャットツールの共同利用に関するワーキング 

⚫ 設置数：２つ 

⚫ 開催数：各 4 回程度 

⚫ 支援内容： 



➢ ワーキング実施に関する連絡・調整、事務作業全般 

➢ テーマに沿った専門アドバイザーの配置とチャットツール

を通じた相談・助言 

イ． 市町村及び県振興局が実施主体のワーキング 

（ア） 県がモデルケースとして設置するワーキングの実施支援 

⚫ テーマ：わかやま DX-GOALｓに基づく以下の２つ 

➢ 人材育成に関すること 

➢ 働き方に関すること 

⚫ 設置数：２つ 

⚫ 開催数：各 4 回程度 

⚫ 支援内容： 

➢ ワーキングのプロデュース(企画・立案及び設計) 

➢ ワーキング実施に関する連絡・調整、事務作業全般 

➢ テーマに沿った専門アドバイザーの配置とチャットツール

を通じた相談・助言 

（イ） 市町村が任意で設置するワーキングの実施促進支援 

⚫ 支援数：２つ程度 

⚫ 支援内容：具体的な実施促進支援の方法について提案すること 

（ウ） 県振興局が任意で設置するワーキングの実施促進支援 

⚫ 支援数：2 つ程度 

⚫ 支援内容：具体的な実施促進支援の方法について提案すること 

（４） 合同研修の実施 

県と市町村の職員が参加する合同研修を年 2 回以上実施すること。 

ア． 前期合同研修 

（ア） 開催目的：当年度の県・市町村行政 DX に関する連携につい

て、認識共有と機運醸成を図ること 

（イ） 開催場所：和歌山市内 

（ウ） 開催時期：4 月下旬又は 5 月上旬 

（エ） 開催方法：オフラインとオンラインのハイブリッド 

（オ） 開催内容：具体的な開催内容について提案すること。 



イ． 後期合同研修 

（ア） 開催目的：各市町村の DX 担当職員及び原課の職員を対象とし

て、認識共有と機運醸成を図ること 

（イ） 開催内容：具体的な時期、場所、手法について、効果的な提案

すること。 

（５） 「わかやま DX-GOALｓ」の達成に向けた KPI の提案等 

   「わかやま DX-GOALｓ」における各 Goals の達成するための最適な KPI 及び

その測定方法を提案すること。 

（６） 事務局支援の実施と次年度の市町村行政ＤＸ推進事業への提案等 

ア． 事務局支援の実施 

⚫ 事務局業務の自立運営支援 

令和 9 年度に向けて、県と市町村が本業務をより自立的に運営でき

るように支援すること。 

⚫ 事務局業務の代替支援 

本年度の業務について、県が担当する事務局業務の一部を代替支援

すること。 

⚫ チャットツールの運用支援 

県と相談の上、チャットツールの運用支援等を行うこと。 

イ． 次年度（令和９年度）の市町村行政ＤＸ推進事業に係る提案を行う

こと。 

ウ． その他 

⚫ 代表総合プロデューサーは必要性に応じて、市町村ＤＸ推進部会

等に出席すること。 

⚫ 受託者は業務にあたり、県、市町村の担当者及び業務関係者が参

加するチャットツールを活用し、コミュニティ醸成にも努めるこ

と。 

（７） 自由提案 

本業務の遂行に合わせて実施することで、相乗効果が見込める提案があ

る場合は、積極的に自由提案すること。 

 



５. 業務責任者の設置と活動報告等 

（１） 受託者として本業務を管理する業務責任者を１名配置すること。 

（２） 契約締結後速やかに、業務実施内容等の詳細を明らかにした「業務活

動計画書」を作成し県の承認を得ること。 

（３） 本業務の進捗状況について、定期的にオンライン協議等の場を設け、

報告を行い、円滑に業務を遂行すること。また、議事録の作成や課題の管

理は受託者が行うこと。なお、会議内容が業務従事者以外に知られること

がないよう対策を講ずること。 

（４） 令和８年１０月頃を目安に、受託者は業務成果や改善策の素案を含め

た中間報告を行うこと。なお、報告資料については、県と協議の上、提出

すること。 

（５） 業務完了後速やかに、業務実施結果及び成果等を取りまとめた「業務

活動報告書」を作成し提出すること。 

（６） チャットツールの運用にあたっては、次年度への円滑なデータ移行を

前提とすること。 

（７） その他委託業務の実施にあたり、県が必要と認める資料がある場合

は、県と協議の上、提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙】わかやま DX-GOALｓ 

 


